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運営規程 

 

 

(社福)あすなろ福祉会 
 

 

 

 

 



就労継続支援（Ｂ型）  
（事業の目的） 

第 1条 社会福祉法人あすなろ福祉会が開設するＭＯＭＯが行う就労継続支援（Ｂ型）は、障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等関係法令の理念に則り、利用者の自立と社会経

済活動への参加を促進するために、通所による就労や生産活動の機会を提供するとともに、一般就労

等への移行に向けて支援するために就労継続支援（B 型）計画に基づき利用者に対して必要なサービ

スを適切に行うことを目的とします。 

 

（運営の方針） 

第２条 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して

就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上

のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 

２ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合

的なサービスの提供に努めるものとする。 

３ 前２項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。 

 

（事業所の名称及び所在地） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

事業所名：ＭＯＭＯ 

所在地：岡山市北区中山下２丁目５－３０小野ビル１階 

 

（従業者の職種，員数及び職務内容） 

第４条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

（１）管理者 １名（常勤） 

管理者は、従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行う。また、従業者に法令を遵守させる 

ために必要な指揮命令を行う。 

（２）サービス管理責任者 １名以上 

サービス管理責任者は、次の業務を行う。 

ア 就労継続支援(Ｂ型)計画の作成等に関すること。 

イ 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者に対する照会等により、そ

の者の心身の状況、当該事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 

ウ 他の従業者に対する技術指導又は助言を行うこと。 

（３）職業指導員  １名以上 

 職業指導員は、就労継続支援(B 型)計画に基づき、各人の能力、希望などを配慮し、作業意欲の向上 

を図り、作業指導、作業評価など関連業務に従事する。また、生産活動の提供及び職場実習の開拓を 

行い、就職後も職場定着を図るための支援を行う。 

（４）生活支援員  １名以上 

生活支援員は、就労継続支援(Ｂ型)計画に基づき、生活相談などのサービスの提供を行う。 

 

（営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 



（1）営業日：月曜日から金曜日までとする。 

※ただし行事等が土・日曜日・祝祭日に行われる場合はこの限りではない。 

（2）営業時間：午前９時から午後４時までとする。 

 

（利用定員） 

第６条 事業所の利用者の定員は、以下の通りとする。 

事業所名：ＭＯＭＯ 就労継続支援Ｂ型 

所在地：岡山市北区中山下２丁目５－３０小野ビル１階 

定員：１４名 

 

（就労継続支援（Ｂ型）の内容） 

第７条 就労継続支援（Ｂ型）の内容は、次のとおりとする。 

（１）事業所内での作業 

（２）事業所は、施設外就労を以下の通り、行うこととする。 

 １．施設外就労を支援する職員を、1ユニットごとに職員配置基準以上配置する。 

 ２．施設外就労を含めた個別支援計画を事前に作成する。また、訓練目標に対する達成度の評価など

を行った結果、必要と認められる場合には、施設外就労の目標、その他、個別支援計画の見直しを

行うこととする。 

 ３．施設外就労の従業者は、施設外就労支援の提供中に、利用者の病状の急変、その他、緊急事態が

生じた時は、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告しなければなら

ない。主治医への連絡などが困難な場合は、医療機関への緊急搬送など、必要な措置を講ずる。 

 ４．施設外就労により実施する作業内容について、発注もとの企業と契約を交わす。 

 ５．施設外就労 1ユニットあたりの定員は、１人以上とする。 

 ６．施設外就労を行う場合は、日数の上限として２日間施設内において必要な支援を行う。 

（３）事業所は、施設外支援を以下の通り、行うこととする。 

１．求職活動支援 

  事業所は、公共職業安定所での求職登録等、利用者が行う求職活動の支援に努める。 

２）事業所は、公共職業安定所、障害者職業センターなどの関係機関と連携して、利用者の就労に 

関する適正や要望に応じた職業開拓に努める。 

２．職場実習の実施 

事業所は、実習の受入先の確保に努める。 

２）事業所は、公共職業安定所、障害者職業センターなどの関係機関と連携し、利用者の就労に 

 対する適性や要望に応じた職種・実習の受け入れ先の確保に努める。 

３．職場同行・訪問 

 事業所は、実習の受け入れ先が決まった際には、公共職業安定所、障害者職業センターなどの関係

機関と連携し、同行・訪問などを行い、一般就労に繋がるよう努める。 

２）事業所は、トライアル雇用制度などを利用した就労を行う場合も、同様とする。 

４．職場定着支援 

 事業所は、利用者の職場定着を促進するため、公共職業安定所、障害者職業センターなどの関係機

関と連携して、年間 180 日間、職業生活における相談等の支援の継続に努める。 

５．個別支援計画の作成 

事業所は、施設外支援を含めた、個別支援計画を事前に作成する。また、訓練目標に対する達成度



の評価などを行った結果、必要と認められる場合には、施設外就労の目標、その他、個別支援計画

の見直しを行うこととする。 

６．緊急時の対応 

事業所は、施設外支援の提供中に、利用者の病状の急変、その他、緊急事態が生じた時は、速やか

に主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。主治医への連

絡などが困難な場合は、医療機関への緊急搬送など、必要な措置を講ずる。 

 

（就労継続支援Ｂ型の工賃の支払い） 

第８条 事業所は、就労継続支援(B型)の生産活動に従事している利用者に、事業収入から事業に必要

な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うものとする。 

 

（支給決定障害者から受領する費用の額） 

第９条 就労継続支援(Ｂ型)を提供した際には、支給決定障害者から当該就労継続支援(Ｂ型)に係る 

利用者負担額の支払いを受けるものとする。 

２ 法定代理受領を行わない就労継続支援(Ｂ型)を提供した際は、支給決定障害者から障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「法」という。）第２９条第３項の規定により

算定された訓練等給付費又は法第３０条第２項の規定により算定された特例訓練等給付費の額に９

０分の１００（法第３１条の規定が適用される場合にあっては、１００分の１００を市町村特例割合

で除して得た割合）を乗じて得た額の支払いを受けるものとする。 

３ 次に定める費用については、支給決定障害者から徴収する。 

日用品費等その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者

に負担させることが適当と認められるものの実費 

４ 前項の費用の支払いを受ける場合には、あらかじめ支給決定障害者に対し、サービスの内容及び 

費用について説明を行ない、同意を得るものとする。また管理者が認めた場合は、軽減及び免除する

ことができる。 

５ 第 1項から第３項までの費用の支払いを受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該費用に係る領

収証を交付するものとする。 

 

（利用者負担額等に係る管理）  

第１０条 事業所は、支給決定障害者の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に指定障害福祉

サービスを受けた時は、当該支給決定障害者が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービスに要した

費用（特定費用を除く。）の額から法第２９条第３項の規定により算定された介護給付費又は訓練等

給付費の額を控除した額の合計額（以下「利用者負担額等合計額」という。）を算定するものとする。 

この場合において、利用者負担額等合計額が、負担上限月額（令第１７条第１項に規定する負担上

限月額をいう。）を超えるときは、事業所は、当該指定障害福祉サービスの状況を確認の上、利用者負

担額等合計額を市町村に報告するとともに、支給決定障害者に通知するものとする。 

 

（サービス利用に当たっての留意事項） 

第１１条 利用者は、以下の規則及び本事業所の定める諸規則を守り、管理者その他職員の指導又は 

指示に従うようにお願い致します。 

（１）日課の励行 

利用者は、管理者及び関係職員の指導による日課を励行し、本事業所内の秩序を保ち、日常生活の 



向上に努めなければなりません。 

（２）安全衛生 

利用者は、安全の基準を守り、環境衛生の保持に努め、安全衛生に関する職員の指示に従わなけれ

ばなりません。 

（３）健康診断及び健康保持 

利用者は常に自らの健康保持に努めなければなりません。 

２）前項の健康診断の結果必要と認めた場合は、その症状に応じ必要な処置を命ずる事があります。 

（４）身上変更の届出 

利用者は身上に関する重要な事項に変更が生じたときは、速やかに、管理者に届け出て下さい。 

（５）遅刻、早退及び欠勤 

利用者は遅刻、早退、欠勤をする場合は、職員に連絡して下さい。 

（６）禁止事項 

利用者は、本事業所内において次の行為をしてはいけません。 

① 無断で事業所を離れること。 

  ② けんか、口論、泥酔など他人に迷惑をかけ、あるいは作業を妨げること。 

  ③ 事業所内で許可なく私物を製作修理し、又は室内の物品を許可なく室外に持ち出すこと。 

  ④ 指定した場所以外で火気を用い、又は喫煙すること。 

  ⑤ 本事業所の秩序、風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。 

  ⑥ 本事業所の運営に著しく支障をきたすこと。 

  ⑦ その他事業所の規則で禁じていること。 

（７）損害賠償 

利用者は、故意又は過失によって本事業所に物的損害を与えた時は、その損害を弁償し、又は原状

に修復しなければなりません。 

２）損害賠償の額は、利用者及び保証人の弁済能力に応じて減免することができます。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第１２条 通常の事業の実施地域は、岡山市全域とする。 

２ 通常の実施地域以外の利用希望者に対し実施する場合もある。 

 

（緊急時，事故発生時等における対応方法） 

第１３条 従業者は，利用者に病状の急変その他緊急対応の必要性が生じた場合は，速やかに主知医又

はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な対応を行うとともに，管理者に報告する

ものとする。 

２ 事業者は，利用者に対する指定就労継続支援（B 型）の提供により事故が発生した場合には，市町

村，当該利用者の家族等に連絡するとともに，必要な措置を講ずるものとする。 

３ 事業者は，利用者に対する指定就労継続支援（B 型）の提供により賠償すべき事故が発生した場合

には，損害賠償を速やかに行うものとする。 

４ 事業者は，前項の損害賠償のために，損害賠償責任保険に加入するものとする。 

 

 

（非常災害対策） 

第１４条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立てるとともに、非常災害に備えるため、定期的



に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。 

 

（身体拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続） 

第１５条 事業者は，指定就労継続支援（B 型）の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束その他利用者の行動を制限す

る行為（以下「身体拘束等」という。）を行わない。 

２ 緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合には，その態様及び時間，利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由等必要な事項を記録するものとする。 

３ 事業者は，緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合には，当該利用者及びその家族等に説明するも

のとする。 

 

（虐待防止のための措置） 

第１６条 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行なう

とともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。  

 

（成年後見制度の活用支援） 

第１７条 事業者は，利用者と適正な契約手続等を行うため，必要に応じ，成年後見制度の利用方法や

関係機関の紹介など，成年後見制度を活用できるように支援を行うものとする。 

 

（苦情解決） 

第１８条 提供した就労継続支援(Ｂ型)に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対

応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。 

２ 提供した就労継続支援(Ｂ型)に関し、法第１０条第１項の規定により市町村が行う報告、若しくは

文書その他の物件の提出、若しくは提示の命令又は当該職員からの質問、若しくは就労継続支援(Ｂ

型)事業所の設備、若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦

情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指

導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 

３ 提供した就労継続支援(Ｂ型)に関し、法第１１条第２項の規定により都道府県が行う報告、若しく

は就労継続支援(Ｂ型)の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出、若しくは提示の命令又は当該職

員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県が行う調査に協力すると

ともに、都道府県から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うも

のとする。 

４ 提供した就労継続支援(Ｂ型)に関し、法第４８条第１項の規定により都道府県知事又は市町村長が

行う報告、若しくは帳簿書類その他の物件の提出、若しくは提示の命令又は当該職員からの質問、若

しくは就労継続支援(Ｂ型)事業所の設備、若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者

又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府

県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う

ものとする。 

５ 社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規定により行う調査又はあっ

せんに出来る限り協力するものとする。 

 

（その他運営についての重要事項） 



第１９条 事業所は、利用者に対し適切な就労継続支援(Ｂ型)を提供できるよう、従業者の勤務の体制

を定めておくものとする。 

２ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

３ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなく

なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 

４ 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。 

５ 事業者は、利用者に対する就労継続支援(Ｂ型)の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から

５年間保存する。 

６ この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、理事長の承認を得て管理者が定めるものと

する。 

 

 

就労移行支援  
（事業の目的） 

第２０条 社会福祉法人あすなろ福祉会が開設するＭＯＭＯが行う就労移行支援は、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律等関係法令の理念に則り、利用者の自立と社会経済活動

への参加を促進するために、通所による就労や生産活動の機会を提供するとともに、一般就労等への

移行に向けて支援するために就労移行支援計画に基づき利用者に対して必要なサービスを適切に行

うことを目的とします。 

 

（運営の方針） 

第２１条 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対し

て一定の期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の

向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 

２ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合

的なサービスの提供に努めるものとする。 

３ 前２項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。 

 

（事業所の名称及び所在地） 

第２２条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

事業所名：ＭＯＭＯ 

所在地：岡山市北区表町３丁目３－３２ウエスタンビル４０１ 

 

（従業者の職種，員数及び職務内容） 

第２３条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

（１）管理者 １名 

管理者は、従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行う。また、従業者に法令を遵守させる

ために必要な指揮命令を行う。 

（２）サービス管理責任者 １名以上 

サービス管理責任者は、次の業務を行う。 

ア 就労移行支援計画の作成等に関すること。 



イ 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者に対する照会等により、

その者の心身の状況、当該事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握する

こと。 

ウ 他の従業者に対する技術指導又は助言を行うこと。 

（３）職業指導員  １名以上 

  職業指導員は、就労移行支援計画に基づき、各人の能力、希望などを配慮し、作業意欲の向上を 

図り、作業指導、作業評価など関連業務に従事する。また、生産活動の提供及び職場実習の開拓を 

行い、就職後も職場定着を図るための支援を行う。 

（４）生活支援員  １名以上 

生活支援員は、就労移行支援計画に基づき、生活相談などのサービスの提供を行う。 

（５）就労支援員  １名以上 

就労支援員は、利用者が就労移行支援計画に沿って就労できるよう、実習の受入先を確保するもの

とし、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターなどの関係機関と連携して、当該実習の受入

先が利用者の適性や要望に応じたものとなるよう努めるものとする。 

 

（営業日及び営業時間） 

第２４条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

（１）営業日：月曜日から金曜日までとする。 

※ ただし、行事等が土・日曜日・祝祭日に行われる場合はこの限りではない。 

（２）営業時間：午前９時から午後４時までとする。 

 

（利用定員） 

第２５条 事業所の利用者の定員は、以下の通りとする。 

事業所名：ＭＯＭＯ 定 員 ：６名 

 

（就労移行支援の内容） 

第２６条 就労移行支援の内容は、次のとおりとする。 

（１）事業所内での作業 

（２）事業所は、施設外就労を以下の通り、行うこととする。 

 １．施設外就労を支援する職員を、1ユニットごとに職員配置基準以上配置する。 

 ２．施設外就労を含めた個別支援計画を事前に作成する。また、訓練目標に対する達成度の評価など

を行った結果、必要と認められる場合には、施設外就労の目標、その他、個別支援計画の見直しを

行うこととする。 

 ３．施設外就労の従業者は、施設外就労支援の提供中に、利用者の病状の急変、その他、緊急事態が

生じた時は、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告しなければなら

ない。主治医への連絡などが困難な場合は、医療機関への緊急搬送など、必要な措置を講ずる。 

 ４．施設外就労により実施する作業内容について、発注もとの企業と契約を交わす。 

 ５．施設外就労 1ユニットあたりの定員は１人以上とする。 

 ６．施設外就労を行う場合は、日数の上限として２日間施設内において必要な支援を行う。 

（３）事業所は、施設外支援を以下の通り、行うこととする。 

１．求職活動支援 

  事業所は、公共職業安定所での求職登録等、利用者が行う求職活動の支援に努める。 

２）事業所は、公共職業安定所、障害者職業センターなどの関係機関と連携して、利用者の就労に 



関する適正や要望に応じた職業開拓に努める。 

２．職場実習の実施 

事業所は、実習の受入先の確保に努める。 

２）事業所は、公共職業安定所、障害者職業センターなどの関係機関と連携し、利用者の就労に 

 対する適性や要望に応じた職種・実習の受け入れ先の確保に努める。 

３．職場同行・訪問 

 事業所は、実習の受け入れ先が決まった際には、公共職業安定所、障害者職業センターなどの関係

機関と連携し、同行・訪問などを行い、一般就労に繋がるよう努める。 

２）事業所は、トライアル雇用制度などを利用した就労を行う場合も、同様とする。 

４．職場定着支援 

 事業所は、利用者の職場定着を促進するため、公共職業安定所、障害者職業センターなどの関係機

関と連携して、年間 180 日間、職業生活における相談等の支援の継続に努める。 

５．個別支援計画の作成 

事業所は、施設外支援を含めた、個別支援計画を事前に作成する。また、訓練目標に対する達成度

の評価などを行った結果、必要と認められる場合には、施設外就労の目標、その他、個別支援計画

の見直しを行うこととする。 

６．緊急時の対応 

事業所は、施設外支援の提供中に、利用者の病状の急変、その他、緊急事態が生じた時は、速やか

に主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。主治医への連

絡などが困難な場合は、医療機関への緊急搬送など、必要な措置を講ずる。 

 

（就労移行支援の工賃の支払い） 

第２７条 事業所は、就労移行支援の生産活動に従事している利用者に、事業収入から事業に必要な経

費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うものとする。 

 

（支給決定障害者から受領する費用の額） 

第２８条 指定就労移行支援を提供した際には、支給決定障害者から当該指定就労移行支援に係る利用

者負担額の支払いを受けるものとする。 

２ 法定代理受領を行わない指定就労移行支援を提供した際は、支給決定障害者から障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「法」という。）第２９条第３項の規定により算

定された訓練等給付費又は法第３０条第２項の規定により算定された特例訓練等給付費の額に９０

分の１００（法第３１条の規定が適用される場合にあっては、１００分の１００を市町村特例割合で

除して得た割合）を乗じて得た額の支払いを受けるものとする。 

３ 次に定める費用については、支給決定障害者から徴収する。 

日用品費等その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者

に負担させることが適当と認められるものの実費 

４ 前項の費用の支払いを受ける場合には、あらかじめ支給決定障害者に対し、サービスの内容及び費

用について説明を行ない、同意を得るものとする。また管理者が認めた場合は、軽減及び免除するこ

とができる。 

５ 第 1項から第３項までの費用の支払いを受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該費用に係る領

収証を交付するものとする。 

 



（利用者負担額等に係る管理）  

第２９条 事業所は、支給決定障害者の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に指定障害福祉

サービスを受けた時は、当該支給決定障害者が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービスに要した

費用（特定費用を除く。）の額から法第２９条第３項の規定により算定された介護給付費又は訓練等

給付費の額を控除した額の合計額（以下「利用者負担額等合計額」という。）を算定するものとする。 

この場合において、利用者負担額等合計額が、負担上限月額（令第１７条第１項に規定する負担上

限月額をいう。）を超えるときは、事業所は、当該指定障害福祉サービスの状況を確認の上、利用者負

担額等合計額を市町村に報告するとともに、支給決定障害者に通知するものとする。 

 

（サービス利用に当たっての留意事項） 

第３０条  

利用者は、以下の規則及び本事業所の定める諸規則を守り、管理者その他職員の指導又は指示に従う

ようにお願い致します。 

（１）日課の励行 

利用者は、管理者及び関係職員の指導による日課を励行し、本事業所内の秩序を保ち、日常生活の 

向上に努めなければなりません。 

（２）安全衛生 

利用者は、安全の基準を守り、環境衛生の保持に努め、安全衛生に関する職員の指示に従わなけれ

ばなりません。 

（３）健康診断及び健康保持 

利用者は常に自らの健康保持に努めなければなりません。 

２）前項の健康診断の結果必要と認めた場合は、その症状に応じ必要な処置を命ずる事があります。 

（４）身上変更の届出 

利用者は身上に関する重要な事項に変更が生じたときは、速やかに、管理者に届け出て下さい。 

（５）遅刻、早退及び欠勤 

利用者は遅刻、早退、欠勤をする場合は、職員に連絡して下さい。 

（６）禁止事項 

利用者は、本事業所内において次の行為をしてはいけません。 

① 無断で事業所を離れること。 

  ② けんか、口論、泥酔など他人に迷惑をかけ、あるいは作業を妨げること。 

  ③ 事業所内で許可なく私物を製作修理し、又は室内の物品を許可なく室外に持ち出すこと。 

  ④ 指定した場所以外で火気を用い、又は喫煙すること。 

  ⑤ 本事業所の秩序、風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。 

  ⑥ 本事業所の運営に著しく支障をきたすこと。 

  ⑦ その他事業所の規則で禁じていること。 

（７）損害賠償 

利用者は、故意又は過失によって本事業所に物的損害を与えた時は、その損害を弁償し、又は原状

に修復しなければなりません。 

２）損害賠償の額は、利用者及び保証人の弁済能力に応じて減免することができます。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第３１条 通常の事業の実施地域は、岡山市全域とする。 



２ 通常の実施地域以外の利用希望者に対し実施する場合もある。 

 

（緊急時，事故発生時等における対応方法） 

第３２条 従業者は，利用者に病状の急変その他緊急対応の必要性が生じた場合は，速やかに主治医又

はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な対応を行うとともに，管理者に報告する

ものとする。 

２ 事業者は，利用者に対する指定就労移行支援の提供により事故が発生した場合には，市町村，当該

利用者の家族等に連絡するとともに，必要な措置を講ずるものとする。 

３ 事業者は，利用者に対する指定就労移行支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には，損

害賠償を速やかに行うものとする。 

４ 事業者は，前項の損害賠償のために，損害賠償責任保険に加入するものとする。 

 

（非常災害対策） 

第３３条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立てるとともに、非常災害に備えるため、定期的

に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。 

 

（身体拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続） 

第３４条 事業者は，指定就労移行支援の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為

（以下「身体拘束等」という。）を行わない。 

２ 緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合には，その態様及び時間，利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由等必要な事項を記録するものとする。 

３ 事業者は，緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合には，当該利用者及びその家族等に説明するも

のとする。 

 

（虐待防止のための措置） 

第３５条 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行なう

とともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。  

 

（成年後見制度の活用支援） 

第３６条 事業者は，利用者と適正な契約手続等を行うため，必要に応じ，成年後見制度の利用方法や

関係機関の紹介など，成年後見制度を活用できるように支援を行うものとする。 

 

（苦情解決） 

第３７条 提供した指定就労移行支援に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応

するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。 

２ 提供した指定就労移行支援に関し、法第１０条第１項の規定により市町村が行う報告、若しくは文

書その他の物件の提出、若しくは提示の命令又は当該職員からの質問、若しくは指定就労移行支援事

業所の設備、若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関

して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は

助言に従って必要な改善を行うものとする。 

３ 提供した指定就労移行支援に関し、法第１１条第２項の規定により都道府県が行う報告、若しくは



指定就労移行支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出、若しくは提示の命令又は当該職員か

らの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県が行う調査に協力するととも

に、都道府県から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものと

する。 

４ 提供した指定就労移行支援に関し、法第４８条第１項の規定により都道府県知事又は市町村長が行

う報告、若しくは帳簿書類その他の物件の提出、若しくは提示の命令又は当該職員からの質問、若し

くは指定就労移行支援事業所の設備、若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又は

その家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知

事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うもの

とする。 

５ 社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規定により行う調査又はあっ

せんに、出来る限り協力するものとする。 

 

（その他運営についての重要事項） 

第３８条 事業所は、利用者に対し適切な指定就労移行支援を提供できるよう、従業者の勤務の体制を

定めておくものとする。 

２ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

３ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなく

なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 

４ 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。 

５ 事業者は、利用者に対する指定就労移行支援の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５

年間保存する。 

６ この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、理事長の承認を得て管理者が定めるものと

する。 

 

(改廃) 

第３９条 この規程を変更改正又は廃止する時は、社会福祉法人あすなろ福祉会理事会の議決を経るも

のとする。 

附  則 

この規程は、平成２８年８月１日から施行する。 

この規程は、平成３０年１月１日から施行する。(就労継続支援Ｂ型追加、就労移行支援定員変更) 

 

 


